
平成２７年３月２０日 

消費者庁 

 

「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に

摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全

性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令（案）等についての意見募

集の結果について 

 

消費者庁では、「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全

に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な

影響を及ぼす事項等を定める内閣府令案等の概要を公表し、広く国民の皆様から意見を募

集しました。 

提出された意見について、下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。  

 

記 

 

１ 意見募集の対象 

・食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するた

めに加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を

及ぼす事項等を定める内閣府令案の概要 

・食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並

びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令案の概要 

・食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定

める命令案の概要 

・食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の一部を改正す

る命令案の概要 

 

２ 意見募集期間及び提出方法  

 

（１）意見募集期間  

平成２６年１２月２６日（金）から平成２７年１月３１日（土）まで 

 

（２）意見提出方法  

電子メール、ＦＡＸ、郵送  

 

1 
 



 

３ 意見募集の結果 

 

（１）食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取する

ために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を

及ぼす事項等を定める内閣府令案の概要 

 

 19通（41件）の御意見が提出されました。 

 提出された御意見と消費者庁の考え方は別紙１のとおりです。 

 

（２）食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項

並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令案の概要 

 

４通（５件）の御意見が提出されました。 

提出された御意見と消費者庁の考え方は別紙２のとおりです。 

 

（３）食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を

定める命令案の概要 

 

御意見が提出されませんでした。 

 

（４）食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の一部を改正

する命令案の概要 

    

１通（１件）の意見提出がありましたが、今回の改正案に直接関係ないものでした

ので、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 
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別紙１

食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために

加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項

等を定める内閣府令案に対して提出された意見に対する考え方について

意見の概要 件数 当庁の考え方

１ 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項

本府令は事業者に対して食品の回収 １ 御指摘を踏まえ、公正な法執行の推進

や業務の停止を命ずることができる に努めてまいります。

ものであることから、今後公布され

る食品表示基準等も含めて、情報の

届きにくい中小事業者等に対して、

その周知徹底を行うとともに、公平

な監視・指導の強化に努めるべき。

機能性表示食品を摂取をする上での １ 摂取時における安全性を確保する上で

注意事項については、摂取による人 問題のある表示違反で、緊急にそれら

体被害が起こった場合は、「指示命 を除去する必要がある場合は、迅速に

令」、「報告の徴収または物件の提出 対応してまいりたいと考えておりま

の要求」、「立入検査、質問または収 す。

去」を速やかに行うべき。

内閣府令（案）に規定する諸事項に ３ 本府令においては、食品表示基準に規

よって、食品の製造や流通等にどの 定されている表示事項のうち、以下の

ような影響が生じるかといった観点 ①～④に該当する事項を「食品を摂取

について十分に配慮されているとは する際の安全性に重要な影響を及ぼす

言い難い。食品表示基準の表示事項 事項」として整理しました。

との関係や、「食品の回収その他必 ①食品を摂取した際に身体の過敏な反

要な措置」を行う際の具体的な基準 応を引き起こす可能性のある原材料

や対象となるケースが必ずしも明確 を含む旨【該当事項：アレルゲン】

にはなっていないと考えられるた ②アレルゲン以外の疾病（食中毒を除

め、幅広い食品の製造・流通等の実 く。）の原因を誘発するもの【該当

態を考慮して慎重な検討と丁寧な説 事項：Ｌ‐フェニルアラニン化合物

明をすべき。 を含有する旨、容器に入れられた添

加物の使用方法】

食品の名称が「食品を摂取する際の ４ ③アレルギーその他疾病（食中毒を除
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安全性に重要な影響を及ぼす事項」 く。）の直接の原因ではないが、安

や「食品を摂取する際の安全性に関 全性に影響がある情報【該当事項：

係する事項」であると理解されてい 摂取をする上での注意事項】

るか疑問である。どのような食品の ④消費者が食中毒防止対策を講じるた

名称、品名等がこれらに該当するの めに必要な情報【該当事項：保存方

か、その具体的な基準と根拠等を明 法、消費期限又は賞味期限、食品を

確に示すべき。 摂取する際に加熱を要するかどうか

の別、要冷蔵、非加熱食肉製品であ

「保存の方法」においては、その食 ２ る旨等】

品に適用される保存温度よりも高い

温度が表示されている場合には安全 なお、食品の回収その他必要な措置は、

性に影響を及ぼすであろうが、逆の 消費者の生命又は身体に対する危害の

場合には必ずしも安全性に影響を及 発生又は拡大の防止を図るため緊急の

ぼすとは言い難い。具体的な基準や 必要があると認めるときに行うことと

運用についても明確にすべき。 されており、これらの措置を行うか否

かは事案ごとに判断することとなりま

「消費期限」においては、実際の消 ２ す。

費期限よりも長い期限が表示されて

いる場合には安全性に影響を及ぼす

であろうが、逆の場合には必ずしも

安全性に影響を及ぼすとは言い難

い。具体的な基準や運用についても

明確にすべき。

アレルゲンは、内閣府で定める「食 １

品を摂取する際の安全性に重要な影

響を及ぼす事項」ではなく、既に食

品表示法において「食物アレルギー

の原因となる物質をいう」と定義さ

れている。

また、アレルゲンは、食品に用いら

れている原材料に由来するものであ

り、言及にいたっては原材料との関

連で行なわれるべき。

なお、コーデックスのGSLPFのセク

ション4.2では原材料リストにおい

てアレルゲンが言及されており、米

国においては、Food Allergen Labe

lling and Consumer Protection Ac

t of 2004において、アレルゲンの
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表示は原材料に関連して規定され、

EUにおいても、規則（EU）No 1169/

2011の第21条において、アレルゲン

表示は原材料リストの関係で規定さ

れている。海外での規定の仕方を考

慮すべき。

別紙１の「食品を摂取する際の安全 ２

性に重要な影響を及ぼす事項」で規

定されている事項のうち、（５）ア

レルゲンが、「（６）Ｌ‐フェニルア

ラニン化合物を含む旨」～「（15）

食品表示基準第40条に規定する生食

用牛肉の注意喚起表示に関する事

項」における「アレルゲン」に限定

されるのであれば、その旨を「１

（５）アレルゲン」の項に書き加え

るべき。仮に、その他にも該当する

ものがあるのであれば示すべき。

また、「（５）アレルゲン」が、多数

あるアレルゲンの中で、「特定原材

料」を意味しているのであれば、

「（５）アレルゲン」の項にその事

が分かるように示すべき。

「添加物」は、食品安全委員会の安 １０ 添加物は、特定原材料に由来する添加

全性評価を受け、健康を損なうおそ 物の誤表示が、健康危害の発生につな

れのない場合に限って指定され、ま がる可能性があることから規定したも

た、成分規格・使用基準を定めた上 のです。しかし、御意見を踏まえ、ア

で使用が認められているため、安全 レルゲンの表示事項違反として対応す

性に重要な影響を及ぼすものとして ることが適切と判断したので削除する

掲載すべきではない。 こととします。

Ｌ‐フェニルアラニンを含む旨、特 １ Ｌ‐フェニルアラニンを含む旨などの

定保健食品を摂取をする上での注意 注意喚起を目的とした表示事項の欠落

事項や、一般的に食肉の生食は食中 によって、その食品の品質に悪影響を

毒のリスクがある旨などの推奨や注 及ぼすものではありませんが、

意喚起を目的とした表示事項につい ① Ｌ‐フェニルアラニン化合物を含

ては、安全性と関連があったとして 有する旨の表示が欠落した食品をフ

も、一般的な注意事項を記載したも ェニルケトン尿症患者が摂取した場
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のであり、当該品に悪影響を及ぼす 合、脳障害の原因となる

ものではないため、食品を摂取する ② 特定保健用食品等において、薬と

際の安全性に重要な影響を及ぼす事 の飲み合わせの注意事項が適切に表

項とすべきではない。 示されていない場合、薬の作用が減

退する成分を多量に摂取することに

より、間接的に健康危害が発生する

おそれがある

③ 一般的に食肉の生食は食中毒のリ

スクがある旨の表示が適切に表示さ

れないと、食中毒防止対策がとれず、

食中毒の原因となる

ことから、食品を摂取する際の安全性

に重要な影響を及ぼす事項としないこ

とは適切でありません。このため、案

のとおりとしました。

「食品を摂取する際の安全性に重要 １ 御指摘を踏まえ追加しました。

な影響を及ぼす事項」に、別表第十

九の乳製品の項の中欄に掲げる事項

のうち、「飲食に供する際に加熱す

る旨（ナチュラルチーズ（ソフト及

びセミハードのものに限る。）であ

って、飲食に供する際に加熱するも

のに限る。）」を追加すべき。

２ 食品の収去証

収去証について、収去を必要最小限 ２ 収去証の交付の趣旨は、収去の意味を

に行う観点から、食品表示法及び食 明確に認識させ、かつ、収去の濫用を

品衛生法共通の様式にすべき。 防止することにあります。このことか

ら、食品表示法に基づく収去を行った

際に交付する収去証の様式を新たに規

定することとしました。

なお、検体の有効活用の観点から、食

品表示法に基づき収去した食品を食品

衛生法に係る検査に活用することは可

能ですが、その場合、食品衛生監視員

におかれましては、収去する際にその

旨を相手に説明し、収去証にもそのこ

とが分かるよう記載する必要がありま
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す。

３ 都道府県知事等の行う指示の内容等の報告

現在、全国の保健所等では、年間約 ２ 御意見を踏まえ、法第６条の権限を消

300万件の施設に対する監視指導、 費者庁長官自らが行使する必要がある

約16万5千件の収去検査が行われて と認める場合を除いては、実施件数及

おり、単一の政令指定都市において びその内訳のみの報告としました。

も施設の監視指導件数は数万件とな

る（平成25年度衛生行政報告例（厚

生労働省）による）ため、これらの

詳細な報告を求められても、事務量

の増加に自治体が対応できない。

現在、実施件数や違反の件数につい

ては、年間２～３回厚生労働省や消

費者庁に報告しているが、同じ程度

の内容の報告とすべき。

保健所設置市が行った事務の報告に １ 食品表示法第15条の権限の委任等に関

ついては、都道府県に取りまとめを する政令第７条第１項各号に基づき保

求めないようにすべき。 健所設置市が行った事務の報告につい

ては、保健所設置市が行うこととして

おります。

４ 国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項

国民の健康の保護及び増進を図るた ３ 法第１条に食品衛生法、健康増進法及

めに必要な食品に関する表示の事項 び農林物資の規格化等に関する法律と

の位置付けが不明確であり、かつ国 相まって、国民の健康の保護及び増進

民の健康の保護及び増進を図るため 並びに食品の生産及び流通の円滑化並

に必要な食品に関する表示の事項の びに消費者の需要に即した食品の生産

内容が不適切であると思われるの の振興に寄与とされていることから、

で、個々の内容がなぜ国民の健康の 食品衛生法及び健康増進法に由来する

保護及び増進を図るために必要な食 表示事項については、「国民の健康の

品に関する表示の事項に選定された 保護及び増進を図るために必要な食品

か根拠を示すべき。 に関する表示の事項」と整理している

ところです。

国民の健康の保護及び増進を図るた １ 12の本文４行目、「栄養成分の量及び

めに必要な食品に関する表示の事項 熱量（一般用加工食品及び容器包装に
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に「栄養機能食品に関する事項」を 入れられた添加物にあっては、たんぱ

入れるべき。 く質、脂質、炭水化物及びナトリウム

の量並びに熱量を除く。）」は、栄養に

関する任意表示事項（飽和脂肪酸、食

物繊維などの成分や栄養機能食品に係

る事項）を示しています。

12の本文４行目に、「栄養成分の量 １ 12の本文４行目、「栄養成分の量及び

及び熱量（一般用加工食品及び容器 熱量（一般用加工食品及び容器包装に

包装に入れられた添加物にあって 入れられた添加物にあっては、たんぱ

は、たんぱく質、脂質、炭水化物及 く質、脂質、炭水化物及びナトリウム

びナトリウムの量並びに熱量を除 の量並びに熱量を除く。）」は、栄養に

く。）」とありますが、栄養成分及び 関する任意表示事項（飽和脂肪酸、食

熱量の表示義務がないのは、「業務 物繊維などの成分や栄養機能食品に係

用加工食品及び容器包装に入れられ る事項）を示しています。

た業務用添加物」ではないか。

上記以外に３件の意見提出がありましたが、今回の内閣府令案に直接関係ないものでしたの

で、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。



別紙２

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに

同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令（案）に対して提出された意

見に対する考え方について

意見の概要 件数 当庁の考え方

１ 農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項について

、 「 」 「 」 、農林水産大臣は 「原材料名」及び ２ 原材料名 及び 原料原産地名 は

「原料原産地名」について指示する ＪＡＳ法に由来する品質に関する表示

、 、ことができるにもかかわらず、本命 事項であるのに対し 御指摘の事項は

令案において 「生かきの採取され 食品衛生法に由来する衛生に関する表、

た水域 食肉製品の原料肉名 ふ 示事項であり、現行制度上も農林水産」、「 」、「

ぐを原材料とするふぐ加工品のふぐ 大臣の権限に属さないものとされてい

の漁獲水域名」及び「缶詰の食品の ます。このため、案のとおり、農林水

主要な原材料名」について農林水産 産大臣が指示をすることができない事

大臣の権限に属さない事務とすると 項として規定することとします。

矛盾が生ずることとなるため、これ

らの事項を命令案から除くべき。

容器包装に密封された常温で流通す １ 具体的には容器包装詰加圧加熱殺菌食

る食品のうち、ボツリヌス菌を原因 品（いわゆるレトルト食品）に類似し

とする食中毒の発生を防止するため た気密性のある容器包装詰めの食品を

に摂氏10度以下での保存を要するも いいます。

のとは具体的にどのような食品があ

るか示されたい。

国民の健康の保護及び増進を図るた １ 食品表示基準案ではふぐの内臓や切り

めに必要の食品に関する事項におい 身にしたふぐにふぐの精巣及びふぐの

て、ふぐの精巣及び皮の表示事項が 皮が含まれると整理していましたが、

掲載されているが、食品表示基準案 食品表示基準案に内臓とは別に、ふぐ

には当該食品は記載されていない。 の精巣及びふぐの皮を追記し、明確化

追加となるのか。 することとしました。

上記以外に１件の意見提出がありましたが、今回の命令案に直接関係ないものでしたので、御

意見として承り、今後の参考とさせていただきます。
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